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規 則

人事委員会規則

�愛媛県規則第３２号
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則様式第１３号の規定による愛媛県

野生動植物保護推進員証は、改正後の愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則様式第１３号の規定による愛媛県野生動植物

保護推進員証とみなす。

�愛媛県人事委員会規則７―１２４３
愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年７月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

様式第１３号（第２２条関係） 愛媛県野生動植物保護推進員証

（表） 省略

（裏）

様式第１３号（第２２条関係） 愛媛県野生動植物保護推進員証

（表） 省略

（裏）

省略

４ 推進員が特定希少野生動植物の個体に関する調査で規則

で定めるもののためにする捕獲等については、第１２条の規

定は、適用しない。

省略

省略

４ 推進員が特定希少野生動植物の個体に関する調査で規則

で定めるもののためにする捕獲等については、第１３条の規

定は、適用しない。

省略

改 正 後 改 正 前

（条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

（条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

毎週（火・金）曜日発行 第３２０号外２ 令和４年７月１日

令和４年７月１日金曜日 第３２０号外２
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２

第４条 省略

２ 省略

３ 条例第１０条第１項に規定する人事委員会規則で定める理由は、

次 に掲げるとおりとする。

� 疾病又は負傷（条例第１０条第１１項第３号の規定により傷病手

当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に

係る疾病又は負傷を除く。）

� 省略

（基本手当に相当する退職手当の支給調整）

第６条 省略

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者

（以下「受給資格者」という。）が待期日数の期間内に職業に就

き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しない

うちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起

算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本

手当に相当する退職手当を支給する。

�・� 省略

� 条例第１０条第５項又は第６項の規定による退職手当（以下

「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。）

� 条例第１０条第７項又は第８項の規定による退職手当（以下

「特例一時金に相当する退職手当」という。）

３・４ 省略

（技能習得手当に相当する退職手当等）

第８条 条例第１０条第１１項第１号に掲げる技能習得手当に相当する

退職手当及び同項第２号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当

（以下「技能習得手当に相当する退職手当等」という。）は、そ

れぞれ雇用保険法第３６条第１項に規定する技能習得手当及び同条

第２項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によ

るこれらの手当の支給の条件に従い、支給する。

（傷病手当に相当する退職手当）

第９条 条例第１０条第１１項第３号に掲げる傷病手当に相当する退職

手当（以下「傷病手当に相当する退職手当」という。）は、支給

残日数を超えては支給しない。

２ 省略

（就業促進手当に相当する退職手当等）

第１０条 条例第１０条第１１項第４号に掲げる就業促進手当に相当する

退職手当、同項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当及び同

項第６号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞ

れ雇用保険法第５６条の３第１項に規定する就業促進手当、同法第

５８条第１項に規定する移転費及び同法第５９条第１項に規定する求

職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によりこれらの給

付の支給の条件に従い、支給する。

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第１２条 省略

２～６ 省略

７ 受給資格者が条例第１０条第１項に規定する理由により受給期間

を延長しようとするときは、受給期間延長等申請書（様式第１１

号）に医師の証明書その他の第４条第３項各号に掲げる理由に該

当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を

添付して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければ

ならない。ただし、受給資格証を添付して提出することができな

いことについて正当な理由があるときは、受給資格証を添付しな

いことができる。

第４条 省略

２ 省略

３ 条例第１０条第１項に規定する人事委員会規則で定める理由は、

次の各号に掲げるとおりとする。

� 疾病又は負傷（条例第１０条第１０項第３号の規定により傷病手

当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に

係る疾病又は負傷を除く。）

� 省略

（基本手当に相当する退職手当の支給調整）

第６条 省略

２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者

（以下「受給資格者」という。）が待期日数の期間内に職業に就

き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しない

うちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起

算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本

手当に相当する退職手当を支給する。

�・� 省略

� 条例第１０条第４項又は第５項の規定による退職手当（以下

「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。）

� 条例第１０条第６項又は第７項の規定による退職手当（以下

「特例一時金に相当する退職手当」という。）

３・４ 省略

（技能習得手当に相当する退職手当等）

第８条 条例第１０条第１０項第１号に掲げる技能習得手当に相当する

退職手当及び同項第２号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当

（以下「技能習得手当に相当する退職手当等」という。）は、そ

れぞれ雇用保険法第３６条第１項に規定する技能習得手当及び同条

第２項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によ

るこれらの手当の支給の条件に従い、支給する。

（傷病手当に相当する退職手当）

第９条 条例第１０条第１０項第３号に掲げる傷病手当に相当する退職

手当（以下「傷病手当に相当する退職手当」という。）は、支給

残日数を超えては支給しない。

２ 省略

（就業促進手当に相当する退職手当等）

第１０条 条例第１０条第１０項第４号に掲げる就業促進手当に相当する

退職手当、同項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当及び同

項第６号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞ

れ雇用保険法第５６条の３第１項に規定する就業促進手当、同法第

５８条第１項に規定する移転費及び同法第５９条第１項に規定する求

職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によりこれらの給

付の支給の条件に従い、支給する。

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第１２条 省略

２～６ 省略

７ 受給資格者が条例第１０条第１項に規定する理由により受給期間

を延長しようとするときは、受給期間延長申請書 （様式第１１

号）に

受給資格証を

添付して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければ

ならない。ただし、受給資格証を 提出することができな

いことについて正当な理由があるときは、受給資格証を添付しな

いことができる。
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３

８ 前項の規定による申請は、受給資格者が条例第１０条第１項に規

定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当す

る退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算し

て４年を経過する日までの間（同項の規定により加算された期間

が４年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間）にしな

ければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことにつ

いてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

９ 省略

１０ 第８項ただし書の場合における第７項の規定による申請は、受

給期間延長等申請書に天災その他申請をしなかつたことについて

やむを得ない理由を証明することができる書類を添付しなければ

ならない。

１１ 任命権者は、第７項の受給期間延長等申請書 の提出をし

た者が条例第１０条第１項に規定する理由に該当すると認めたとき

は、その者に受給期間延長等通知書（様式第１２号）を交付しなけ

ればならない。この場合（第７項ただし書の規定により受給資格

証を添付しないで同項の申請を受けたときを除く。）において、

任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなけ

ればならない。

１２ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、

次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、退職当時の

所属長を経て、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号

に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任

命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付し

なければならない。

� その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な

変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

� 条例第１０条第１項に規定する理由がやんだ場合 交付を受け

た受給期間延長等通知書及び受給資格証

１３ 第７項の規定による申請は、代理人に行わせることができる。

この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に

規定する書類を添付して、退職当時の所属長を経て、任命権者に

提出しなければならない。

１４ 前項の規定は第８項ただし書の場合における第７項の規定によ

る申請及び第１２項の場合に、第７項ただし書の規定は第１２項の場

合について準用する。

（条例第１０条第４項に規定する人事委員会規則で定める事業）

第１２条の２ 条例第１０条第４項に規定する人事委員会規則で定める

事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

� その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起

算して３０日を経過する日が、条例第１０条第１項に規定する支給

期間の末日後であるもの

� その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険

法第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手当

又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第８３条の４第１項に規定する

就業促進定着手当を除く。以下同じ。）の支給を受けたもの

� その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立するこ

とができないと任命権者が認めたもの

（条例第１０条第４項に規定する人事委員会規則で定める職員）

第１２条の３ 条例第１０条第４項に規定する人事委員会規則で定める

職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

� 条例第１０条第１項に規定する退職の日以前に同条第４項に規

８ 前項の規定による申請は、 条例第１０条第１項に規

定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当す

る退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算し

て４年を経過する日までの間（同項の規定により加算された期間

が４年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間）にしな

ければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことにつ

いてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

９ 省略

１０ 任命権者は、第７項に規定する受給期間延長申請書の提出をし

た者が条例第１０条第１項に規定する理由に該当すると認めたとき

は、その者に受給期間延長通知書 （様式第１２号）を交付すると

ともに

、受給資格証に必要な事項を記入した上、返付しなけ

ればならない。

１１ 前項の規定により受給期間延長通知書 の交付を受けた者は、

次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、退職当時の

所属長を経て、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号

に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任

命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し 、返付し

なければならない。

� 受給期間延長申請書 の記載内容に重大な

変更があつた場合 受給期間延長通知書

� 条例第１０条第１項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延

長通知書 及び受給資格証

１２

第７項ただし書の規定は、前項の場

合について準用する。
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４

定する事業を開始し、同日後に当該事業に専念する職員

� その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認

めた職員

（支給の期間の特例の申請）

第１２条の４ 受給資格者が条例第１０条第４項の規定の適用を受けよ

うとするときは、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他

同項に規定する職員に該当することの事実を証明することができ

る書類及び受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任

命権者に提出しなければならない。第１２条第７項ただし書の規定

は、この場合について準用する。

２ 前項の規定による申請は、受給資格者が条例第１０条第４項に規

定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日か

ら起算して２箇月以内にしなければならない。ただし、天災その

他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるとき

は、この限りでない。

３ 任命権者は、第１項の規定による申請をした者が条例第１０条第

４項に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期

間延長等通知書を交付しなければならない。この場合（第１項の

規定により準用する第１２条第７項ただし書の規定により受給資格

証を添付しないで第１項の規定による申請を受けたときを除

く。）において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載し

た上、返付しなければならない。

４ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、

次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、退職当時の

所属長を経て、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号

に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任

命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付し

なければならない。

� その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な

変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

� 条例第１０条第４項に規定する事業を廃止し、又は休止した場

合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

５ 第１２条第１３項の規定は第１項の規定による申請及び第２項ただ

し書の場合における第１項の規定による申請並びに前項の場合

に、同条第７項ただし書の規定は前項の場合に、同条第９項及び

第１０項の規定は第２項ただし書の場合における第１項の規定によ

る申請について準用する。

（公共職業訓練等を受講する場合における届出）

第１３条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法

第１５条第３項に規定する公共職業訓練等を受けることになつたと

きは、速やかに公共職業訓練等受講届（様式第１３号。以下「受講

届」という。）に受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経

て、任命権者に提出しなければならない。第１２条第７項ただし書

の規定は、この場合について準用する。

２ 省略

３ 受給資格者は、第１項に規定する受講届の記載事項に変更があ

つたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添付

して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければなら

ない。第１２条第７項ただし書の規定は、この場合について準用す

る。

４ 省略

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１４条 受給資格者は、条例第１０条第１０項第１号の規定による退職

（公共職業訓練等を受講する場合における届出）

第１３条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法

第１５条第３項に規定する公共職業訓練等を受けることになつたと

きは、速やかに公共職業訓練等受講届（様式第１３号。以下「受講

届」という。）に受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経

て、任命権者に提出しなければならない。前条第７項ただし書

の規定は、この場合について準用する。

２ 省略

３ 受給資格者は、第１項に規定する受講届の記載事項に変更があ

つたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添付

して、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければなら

ない。前条第７項ただし書 の規定は、この場合について準用す

る。

４ 省略

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１４条 受給資格者は、条例第１０条第９項第１号の規定による退職
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手当及び技能習得手当に相当する退職手当等の支給を受けようと

するときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書（様式第１４

号）に受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任命権

者に提出しなければならない。第１２条第７項ただし書の規定は、

この場合について準用する。

２ 省略

（条例第１０条第１０項第２号に規定する人事委員会規則で定める

者）

第１４条の２ 条例第１０条第１０項第２号アに規定する人事委員会規則

で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者と

する。

�～� 省略

２ 条例第１０条第１０項第２号イに規定する人事委員会規則で定める

者は、前項第２号に定める者とする。

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の２ 省略

２・３ 省略

４ 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第１０条第５項の

規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前項において準用す

る第１２条第３項の規定による求職の申込みをした日から起算し

て、雇用保険法第３３条に規定する期間及び待期日数に等しい失業

の日数を経過した後に支給する。

５ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の

支給を受けようとするときは、条例第１０条第６項の規定による退

職手当の高年齢受給資格者にあつては第３項において準用する第

１２条第３項の規定による求職の申込みをした後、条例第１０条第５

項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあつては第３項に

おいて準用する第１２条第４項の規定による失業の認定を受けた後

において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給

資格証を提示した上で職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職

者給付金に相当する退職手当支給申請書（様式第１５号の４）に管

轄公共職業安定所長の証明を受けて、退職当時の所属長を経て、

任命権者に提出しなければならない。

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に高年齢受給

資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第１０条第５項の規定による退職手当に係る

場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失

業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当

を支給する。

（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の３ 省略

２・３ 省略

４ 特例一時金に相当する退職手当で条例第１０条第７項の規定によ

るものは、当該特例受給資格者が前項において準用する第１２条第

３項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険

法第３３条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過

した後に支給する。

５ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受け

ようとするときは、条例第１０条第８項の規定による退職手当の特

例受給資格者にあつては第３項において準用する第１２条第３項の

規定による求職の申込みをした後、条例第１０条第７項の規定によ

る退職手当の特例受給資格者にあつては第３項において準用する

手当及び技能習得手当に相当する退職手当等の支給を受けようと

するときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書（様式第１４

号）に受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任命権

者に提出しなければならない。第１２条第７項ただし書の規定は、

この場合について準用する。

２ 省略

（条例第１０条第９項第２号に規定する人事委員会規則で定める

者）

第１４条の２ 条例第１０条第９項第２号アに規定する人事委員会規則

で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者と

する。

�～� 省略

２ 条例第１０条第９項第２号イに規定する人事委員会規則で定める

者は、前項第２号に定める者とする。

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の２ 省略

２・３ 省略

４ 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第１０条第４項の

規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前項において準用す

る第１２条第３項の規定による求職の申込みをした日から起算し

て、雇用保険法第３３条に規定する期間及び待期日数に等しい失業

の日数を経過した後に支給する。

５ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の

支給を受けようとするときは、条例第１０条第５項の規定による退

職手当の高年齢受給資格者にあつては第３項において準用する第

１２条第３項の規定による求職の申込みをした後、条例第１０条第４

項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあつては第３項に

おいて準用する第１２条第４項の規定による失業の認定を受けた後

において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給

資格証を提示したうえ職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職

者給付金に相当する退職手当支給申請書（様式第１５号の４）に管

轄公共職業安定所長の証明を受けて、退職当時の所属長を経て、

任命権者に提出しなければならない。

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に高年齢受給

資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第１０条第４項の規定による退職手当に係る

場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失

業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当

を支給する。

（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第１５条の３ 省略

２・３ 省略

４ 特例一時金に相当する退職手当で条例第１０条第６項の規定によ

るものは、当該特例受給資格者が前項において準用する第１２条第

３項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険

法第３３条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過

した後に支給する。

５ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受け

ようとするときは、条例第１０条第７項の規定による退職手当の特

例受給資格者にあつては第３項において準用する第１２条第３項の

規定による求職の申込みをした後、条例第１０条第６項の規定によ

る退職手当の特例受給資格者にあつては第３項において準用する
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第１２条第４項の規定による失業の認定を受けた後において、支給

期日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格証を提示した

上で職業の紹介を求めるとともに、特例一時金に相当する退職手

当支給申請書（様式第１５号の７）に管轄公共職業安定所長の証明

を受けて、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければ

ならない。

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に特例受給資

格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けること

ができる日数（条例第１０条第７項の規定による退職手当に係る場

合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業

の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給す

る。

（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１６条 受給資格者又は条例第１０条第１２項に規定する者は、同条第

１１項第４号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けよ

うとするときは、同項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当のうち、雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する

者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては就業手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第１５号の８）に、同号ロに該

当する者に係る就業促進手当

に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退

職手当支給申請書（様式第１５号の９）に、雇用保険法施行規則第

８３条の４第１項に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当

にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書（様

式第１５号の１０）に、同法第５６条の３第１項第２号に該当する者に

係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては常用就職支度手

当に相当する退職手当支給申請書（様式第１６号）に、条例第１０条

第１１項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当にあつては移転

費に相当する退職手当支給申請書（様式第１７号）に、同項第６号

に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当のうち同法第５９条第

１項第１号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当

する退職手当にあつては求職活動支援費（広域求職活動費）に相

当する退職手当支給申請書（様式第１８号）に、同項第２号に該当

する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあ

つては求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支

給申請書（様式第１８号の２）に、同項第３号に該当する行為をす

る者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活

動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当支給申

請書（様式第１８号の３）にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格

証又は特例受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任

命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢

受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことに

ついて正当な理由があるときは、受給資格証、高年齢受給資格証

又は特例受給資格証を添付しないことができる。

２ 省略

附 則

（特定退職者に関する暫定措置）

３ 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第１条の４

に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第４条第１

項及び第１２条の２第２号の規定の適用については、同項

中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則（昭和５０年労

第１２条第４項の規定による失業の認定を受けた後において、支給

期日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格証を提示した

上で職業の紹介を求めるとともに、特例一時金に相当する退職手

当支給申請書（様式第１５号の７）に管轄公共職業安定所長の証明

を受けて、退職当時の所属長を経て、任命権者に提出しなければ

ならない。

６ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する

者が同法第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に特例受給資

格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けること

ができる日数（条例第１０条第６項の規定による退職手当に係る場

合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業

の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給す

る。

（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第１６条 受給資格者又は条例第１０条第１１項に規定する者は、同条第

１０項第４号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けよ

うとするときは、同項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当のうち、雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する

者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては就業手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第１５号の８）に、同号ロに該

当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行規則（昭和５０年労

働省令第３号）第８３条の４第１項に規定する就業促進定着手当を

除く。）に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退

職手当支給申請書（様式第１５号の９）に、同省令 第

８３条の４第１項に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当

にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書（様

式第１５号の１０）に、同法第５６条の３第１項第２号に該当する者に

係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては常用就職支度手

当に相当する退職手当支給申請書（様式第１６号）に、条例第１０条

第１０項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当にあつては移転

費に相当する退職手当支給申請書（様式第１７号）に、同項第６号

に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当のうち同法第５９条第

１項第１号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当

する退職手当にあつては求職活動支援費（広域求職活動費）に相

当する退職手当支給申請書（様式第１８号）に、同項第２号に該当

する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあ

つては求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支

給申請書（様式第１８号の２）に、同項第３号に該当する行為をす

る者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活

動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当支給申

請書（様式第１８号の３）にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格

証又は特例受給資格証を添付して、退職当時の所属長を経て、任

命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢

受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことに

ついて正当な理由があるときは、受給資格証、高年齢受給資格証

又は特例受給資格証を添付しないことができる。

２ 省略

附 則

（特定退職者に関する暫定措置）

３ 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第１条の４

に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第４条第１

項及び第１６条第１項 の規定の適用については、第４条第１項

中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則（昭和５０年労
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働省令第３号）附則第１条の４の規定により読み替えられた同省

令第３６条（各号列記以外の部分に限る。）に規定する理由により

退職した者のほか、次のとおり」と、同号 中「雇用保険

法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）」とあるのは「雇用保険

法施行規則」とする。

様式第１号（第２条関係） 退職手当請求書

働省令第３号）附則第１条の４の規定により読み替えられた同省

令第３６条（各号列記以外の部分に限る。）に規定する理由により

退職した者のほか、次のとおり」と、第１６条第１項中「雇用保険

法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）」とあるのは「雇用保険

法施行規則」とする。

様式第１号（第２条関係）退職手当請求書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（第２条関係） 退職手当請求書

注 省略

様式第２号（第２条関係）退職手当請求書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第３号（第２条関係） 履歴書

注 省略

様式第３号（第２条関係）履歴書

省略 省略

ふりがな 省略 ふりがな 省略

氏 名 氏 名 �

省略 省略

注 省略

様式第４号（第２条関係） 生計関係申立書

注 省略

様式第４号（第２条関係）生計関係申立書

省略

請求者 氏 名

省略

省略

請求者 氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第６号（第３条関係） 総代者選任届

注 省略

様式第６号（第３条関係）総代者選任届

省略

氏 名

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

様式第７号（第１２条、第１２条の４―第１４条、第１５条―第１８条の２関

係） 省略

様式第８号（第１２条関係） 失業者の退職手当受給資格証交付請求

書

様式第７号（第１２条 ―第１４条、第１５条―第１８条の２関

係） 省略

様式第８号（第１２条関係） 失業者の退職手当受給資格証交付請求

書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第１０号（第１２条関係） 基本手当に相当する退職手当支給申請

書

注１ 省略

２ 請求者の氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１０号（第１２条関係） 基本手当に相当する退職手当支給申請

書
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省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注 省略

様式第１１号（第１２条、第１２条の４関係） 受給期間延長等申請書

注 省略

様式第１１号（第１２条 関係） 受給期間延長申請書

受給期間延長等申請書 受給期間延長申請書

省略 省略

この申請書を提出

する理由

ア 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等に

より職業に就くことができないため

イ 事業を開始等したため

具体的理由

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

職業に就くことが

できない理由

省略 省略

職業に就くことが

できない期間又は

事業を実施する期

間

省略 職業に就くことが

できない期間

省略

上記のとおり受給期間の延長等を申請します。

省略

受給資格者氏名

上記のとおり受給期間の延長 を申請します。

省略

受給資格者氏名 �

様式第１２号（第１２条、第１２条の４関係） 受給期間延長等通知書 様式第１２号（第１２条 関係） 受給期間延長通知書

受給期間延長等通知書 受給期間延長通知書

省略 省略

受給期間延長等の

理 由

ア 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等に

より職業に就くことができないため

イ 事業を開始等したため

具体的理由

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

受 給 期 間 延 長 の

理 由

職業に就くことが

できない期間又は

事業を実施する期

間

年 月 日から

年 月 日まで 延長後の受給期間

満了年月日
年 月 日

延長等後の受給期

間満了年月日
年 月 日

上記のとおり受給期間を延長等する。

省略

上記のとおり受給期間を延長する 。

省略

様式第１３号（第１３条関係） 公共職業訓練等受講届 様式第１３号（第１３条関係） 公共職業訓練等受講届

省略 省略

高年

齢者

等の

雇用

保険

法第

職業

訓練

の実

施等

高年

齢者

等の
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公共

職業

訓練

等に

関す

る事

項

種類

職業

能力

開発

促進

法

（昭

和４４

年法

律第

６４

号）

第２０

条に

規定

する

公共

職業

訓練

雇用

保険

法

（昭

和４９

年法

律第

１１６

号）

第６３

条第

１項

第３

号の

講習

及び

訓練

障害

者の

雇用

の促

進等

に関

する

法律

（昭

和３５

年法

律第

１２３

号）

第１３

条の

適応

訓練

雇用

の安

定等

に関

する

法律

（昭

和４６

年法

律第

６８

号）

第２５

条第

１項

の計

画に

準拠

した

同項

第３

号に

掲げ

る訓

練

６条

第５

号に

規定

する

船員

の職

業能

力の

開発

及び

向上

に資

する

訓練

又は

講習

とし

て厚

生労

働大

臣が

定め

るも

の

によ

る特

定求

職者

の就

職の

支援

に関

する

法律

（平

成２３

年法

律第

４７

号）

第４

条第

２項

に規

定す

る認

定職

業訓

練

公共

職業

訓練

等に

関す

る事

項

種類

職業

能力

開発

促進

法

（昭

和４４

年法

律第

６４

号）

第２０

条に

規定

する

公共

職業

訓練

雇用

保険

法

（昭

和４９

年法

律第

１１６

号）

第６３

条第

１項

第３

号の

講習

及び

訓練

障害

者の

雇用

の促

進等

に関

する

法律

（昭

和３５

年法

律第

１２３

号）

第１３

条の

適応

訓練

雇用

の安

定等

に関

する

法律

（昭

和４６

年法

律第

６８

号）

第２５

条第

１項

の計

画に

準拠

した

同項

第３

号に

掲げ

る訓

練

雇用保険法第

６条第５号に

規定する船員

の職業能力の

開発及び向上

に資する訓練

又は講習とし

て厚生労働大

臣が定めるも

の

省略 省略

省略 省略

省略

受給資格者氏名

省略

受給資格者氏名 �

注１・２ 省略

様式第１４号（第１４条関係） 公共職業訓練等受講証明書

省略

注１・２ 省略

３ 受給資格者氏名は、記名押印に代えて署名することがで

きる。

様式第１４号（第１４条関係） 公共職業訓練等受講証明書

省略

省略 省略

省略

受講者氏名

省略

省略

受講者氏名 �

省略

省略 省略

注１～３ 省略

４

この証明書の提出を自ら行う場合又は公共職業

訓練等の施設の長以外の者に委任する場合は、「また、こ

の証明書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任し

ます。」を抹消すること。

５ 省略

様式第１５号（第１５条関係） 傷病手当に相当する退職手当支給申請

書

注１～３ 省略

４ 受講者氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。また、この証明書の提出を自ら行う場合又は公共職業

訓練等の施設の長以外の者に委任する場合は、「また、こ

の証明書の提出を上記公共職業訓練等の施設の長に委任し

ます。」を抹消すること。

５ 省略

様式第１５号（第１５条関係） 傷病手当に相当する退職手当支給申請

書

省略 省略

省略

申請者氏名

省略

申請者氏名 �



愛 媛 県 報令和４年７月１日 第３２０号外２

１０

注１～４ 省略

様式第１５号の３（第１５条の２関係） 失業者の退職手当高年齢受給

資格証交付請求書

注１～４ 省略

５ 申請者氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１５号の３（第１５条の２関係） 失業者の退職手当高年齢受給

資格証交付請求書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

様式第１５号の４（第１５条の２関係） 高年齢求職者給付金に相当す

る退職手当支給申請書

注１ 省略

２ 請求者の氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１５号の４（第１５条の２関係） 高年齢求職者給付金に相当す

る退職手当支給申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

様式第１５号の６（第１５条の３関係） 失業者の退職手当特例受給資

格証交付請求書

様式第１５号の６（第１５条の３関係） 失業者の退職手当特例受給資

格証交付請求書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注 省略

様式第１５号の７（第１５条の３関係） 特例一時金に相当する退職手

当支給申請書

注１ 省略

２ 請求者の氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１５号の７（第１５条の３関係） 特例一時金に相当する退職手

当支給申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

様式第１５号の８（第１６条関係） 就業手当に相当する退職手当支給

申請書

様式第１５号の８（第１６条関係） 就業手当に相当する退職手当支給

申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１・２ 省略

様式第１５号の９（第１６条関係） 再就職手当に相当する退職手当支

給申請書

注１・２ 省略

３ 申請者の氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１５号の９（第１６条関係） 再就職手当に相当する退職手当支

給申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

様式第１５号の１０（第１６条関係） 就業促進定着手当に相当する退職

手当支給申請書

注１ 省略

２ 申請者の氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第１５号の１０（第１６条関係） 就業促進定着手当に相当する退職

手当支給申請書
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１１

省略 省略

省略

申請者氏名

省略

申請者氏名 �

注 省略

様式第１６号（第１６条関係） 常用就職支度手当に相当する退職手当

支給申請書

注１ 省略

２ 申請者氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

様式第１６号（第１６条関係） 常用就職支度手当に相当する退職手当

支給申請書

省略 省略

省略

申請者氏名

省略

申請者氏名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第１７号（第１６条関係） 移転費に相当する退職手当支給申請書

注１ 省略

２ 申請者氏名は、記名押印に代えて署名することができ

る。

３ 省略

４ 省略

様式第１７号（第１６条関係） 移転費に相当する退職手当支給申請書

省略 省略

省略 省略 省略 省略

愛媛県知事 様 受給資格者氏名 愛媛県知事 様 受給資格者氏名 �

注 省略

様式第１８号（第１６条関係） 求職活動支援費（広域求職活動費）に

相当する退職手当支給申請書

注 省略

様式第１８号（第１６条関係） 求職活動支援費（広域求職活動費）に

相当する退職手当支給申請書

省略 省略

省略

受給資格者氏名

省略

受給資格者氏名 �

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第１８号の２（第１６条関係） 求職活動支援費（短期訓練受講

費）に相当する退職手当支給申請書

注１・２ 省略

３ 受給資格者氏名は、記名押印に代えて署名することがで

きる。

４ 省略

様式第１８号の２（第１６条関係） 求職活動支援費（短期訓練受講

費）に相当する退職手当支給申請書

省略 省略

省略

受給資格者氏名

省略

受給資格者氏名 �

省略 省略

注１～４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第１８号の３（第１６条関係） 求職活動支援費（求職活動関係役

務利用費）に相当する退職手当支給申請書

注１～４ 省略

５ 受給資格者氏名は、記名押印に代えて署名することがで

きる。

６ 省略

７ 省略

様式第１８号の３（第１６条関係） 求職活動支援費（求職活動関係役

務利用費）に相当する退職手当支給申請書

省略 省略

省略

受給資格者氏名

省略

受給資格者氏名 �

省略 省略
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（以下「旧規則」という。）様式第１１号及

び様式第１３号の規定による書類は、改正後の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（以下「新規則」という。）様式第１１号及び様

式第１３号の規定による書類とみなす。

３ この規則施行の際現に交付している旧規則様式第１２号の規定による受給期間延長通知書は、新規則様式第１２号の規定による受給期間延

長等通知書とみなす。

（愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則の一部改正）

４ 愛媛県人事委員会規則における押印及び署名を不要とするための手続の特例に関する規則（愛媛県人事委員会規則１―１０）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注１～５ 省略

６ 省略

７ 省略

様式第１８号の４（第１６条の２関係） 氏名・住所変更届

注１～５ 省略

６ 受給資格者氏名は、記名押印に代えて署名することがで

きる。

７ 省略

８ 省略

様式第１８号の４（第１６条の２関係） 氏名・住所変更届

省略 省略

省略

（高年齢・特例）受給資格者氏名

省略

省略

（高年齢・特例）受給資格者氏名 �

省略

注１・２ 省略

様式第１９号（第１７条関係） 失業者の退職手当受給資格証再交付申

請書

注１・２ 省略

３ 記名押印に代えて署名することができる。

様式第１９号（第１７条関係） 失業者の退職手当受給資格証再交付申

請書

省略

氏 名

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第２０号（第１８条関係） 失業者の退職手当高年齢受給資格証再

交付申請書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第２０号（第１８条関係） 失業者の退職手当高年齢受給資格証再

交付申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第２０号の２（第１８条の２関係） 失業者の退職手当特例受給資

格証再交付申請書

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略

様式第２０号の２（第１８条の２関係） 失業者の退職手当特例受給資

格証再交付申請書

省略

氏 名

省略

氏 名 �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 記名押印に代えて署名することができる。

３ 省略



愛 媛 県 報令和４年７月１日 第３２０号外２

１３

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、請求者等が行わなければならないとされている

書類の押印及び署名については、次に掲げる規則の規定にかかわら

ず、申請者、届出者、請求者等は、これらの行為を行うことを要し

ない。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

申請者、届出者、請求者等が行わなければならないとされている

書類の押印及び署名については、次に掲げる規則の規定にかかわら

ず、申請者、届出者、請求者等は、これらの行為を行うことを要し

ない。

� 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員

会規則７―４７９）様式第１号から様式第４号まで、様式第６号、

様式第８号、様式第１０号、様式第１１号、様式第１３号から様式第１５

号まで、様式第１５号の３、様式第１５号の４及び様式第１５号の６か

ら様式第２０号の２まで

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

令和４年７月１日 発行


